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○水戸市特別用途地区における建築物の制限に関する条例施行規則 

平成27年３月24日 

水戸市規則第15号 

改正 平成28年３月31日規則第34号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，水戸市特別用途地区における建築物の制限に関する条例（平成27年水戸市条例

第３号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき，条例の施行について必要な事項を定める

ものとする。 

（特例許可の申請） 

第２条 条例第３条第１項ただし書の規定による許可（以下「特例許可」という。）を受けようとす

る者（以下「申請者」という。）は，特別用途地区建築許可申請書（様式第１号）の正本及び副本

に，それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて，市長に申請しなければならない。 

(1) 付近見取図 

(2) 配置図 

(3) 各階平面図 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める図書 

２ 市長は，前項の規定による申請について，当該申請に係る特別用途地区の指定の目的に反しない

と認め，又は公益上やむを得ないと認めるときは，特例許可を行い，特別用途地区建築許可通知書

（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。この場合において，市長は，特別用途地

区の指定の目的又は公益上必要な限度において当該特例許可に条件を付すことができる。 

３ 前２項の規定は，特例許可を受けた内容を変更しようとする場合について準用する。 

（特例許可に係る意見の聴取等を要しない建築物の増築等） 

第３条 条例第３条第２項ただし書の規則で定めるものは，次の各号に掲げる要件に該当する建築物

の増築，改築又は移築とする。 

(1) 増築，改築又は移転が特例許可を受けた際における同一敷地内におけるものであること。 

(2) 増築又は改築後の条例第３条第１項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の

合計が，特例許可を受けた際における当該部分の床面積の合計を超えないこと。 

（補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

この規則は，平成27年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年３月31日規則第34号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 処分又は不作為についての不服申立てであって，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

前にされた処分又は施行日前にされた申請に対する不作為に係るものについては，なお従前の例に

よる。 

４ 施行日前に作成した各様式の用紙は，施行日以後においても，当分の間，所要の補正を行い，使

用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

（平28規則34・一部改正） 

 


